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北
沢
の
不
法
投
棄
の

　
　
　
　
　

解
決
に
向
け
て
（
28
）

　

今
回
も
、町
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
質
問
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。

　
「
処
分
場
の
埋
め
立
て
期
間
に

つ
い
て
、
基
本
設
計
で
は
12
年
程

度
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
埋
め
立

て
期
間
は
何
を
基
に
決
め
ら
れ
た

の
で
す
か
。
ま
た
期
間
が
延
長
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
か
」
と

い
う
質
問
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
ご
説
明
し
て
き
ま

し
た
よ
う
に
、
馬
頭
最
終
処
分
場

は
、
北
沢
の
不
法
投
棄
物
の
撤
去

費
と
処
分
場
の
建
設
費
を
生
み
出

す
た
め
に
必
要
最
低
限
の
埋
め
立

て
容
量
で
あ
る
約
80
万
㎥
で
計
画

し
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
北
沢

の
不
法
投
棄
物
及
び
汚
染
土
壌
が

５
・
１
万
㎥
、
ま
た
、
覆
土
（
飛

散
や
悪
臭
防
止
を
す
る
た
め
に
廃

棄
物
に
覆
い
被か
ぶ

せ
る
土
）
が
約

16
万
㎥
で
す
の
で
、
そ
れ
以
外
が

県
内
か
ら
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
の

埋
め
立
て
量
で
約
58
・
９
万
㎥
と

な
り
ま
す
。当
初
基
本
計
画
で
は
、

「
栃
木
県
廃
棄
物
処
理
計
画
」（
平

成
14
年
３
月
）
の
最
終
処
分
量
の

見
込
み
が
年
間
約
６
万
㎥
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
埋
め
立
て
期
間
を

10
年
程
度
（
58
・
９
万
㎥
を
６
万

㎥
で
割
る
と
９
・
８
年
）
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
18
年
３
月
に

同
計
画
が
見
直
さ
れ
、
最
終
処
分

量
の
見
込
み
が
年
間
約
５
万
㎥
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
埋
め
立
て
期

間
を
12
年
程
度
（
58
・
９
万
㎥
を

５
万
㎥
で
割
る
と
11
・
８
年
）
と

し
た
も
の
で
す
。

　

最
終
処
分
量
の
見
込
み
が
減
少

し
た
理
由
と
し
て
は
、
最
近
の
循

環
型
社
会
の
構
築
に
向
け
た
取
り

組
み
と
し
て
、
い
か
に
廃
棄
物
を

出
さ
な
い
か
、
ま
た
、
出
た
廃
棄

物
を
い
か
に
再
利
用
す
る
か
な
ど

（
３
Ｒ
運
動　

※
１
）
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
き
た
結
果
、
最
終
処

分
量
が
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
今

後
の
景
気
の
動
向
や
循
環
型
社
会

の
進
展
な
ど
社
会
状
況
に
基
づ
く

変
動
な
ど
に
対
応
し
な
が
ら
埋
め

立
て
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

※
１　

リ
デ
ュ
ー
スReduce

（
発

生
抑
制
）・
リ
ユ
ー
スReuse

（
再

馬頭最終処分場についての
相談窓口の開設

相談日時　３月 19 日（水）
　　　　　午後１時～午後６時
場　　所　本庁２階第３会議室
問い合わせ　
　　県　馬頭処分場整備室
　　　　☎０２８－６２３－３２２７
　　町　環境整備対策室　　
　　　　☎０２８７－９２－１１１０

不法投棄現場周辺にかかる水質分析結果

　北沢地区不法投棄現場周辺の水質分析結果をお知らせします。
調査項目　ダイオキシン類
採 水 日　 平成 19 年 11 月 12 日
採水場所　１周辺環境水（１）投棄地直下河川（２）小口川上流
　　　　　２投棄現場　 （３）投棄地下流側浸出水
調査結果　周辺への汚染拡大の兆候は認められない。
　詳細については環境整備対策室☎０２８７－９２―１１１０
にお問い合わせください。

使
用
）・
リ
サ
イ
ク
ルRecycle

（
再
生
利
用
）
の
運
動

　（平成１９年度第３回年間変動調査分）

　

現
在
、
町
で
は
、
町
総
合
振
興

計
画
を
踏
ま
え
て
、
那
珂
川
町
地

域
情
報
化
基
本
計
画
を
策
定
中
で

す
。
こ
の
ほ
ど
、（
案
）
が
ま
と

ま
り
ま
し
た
の
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。
期
間
は

２
月
１
日
か
ら
29
日
ま
で
で
す
。

　

こ
の
計
画
は
、
情
報
化
の
現
状

に
つ
い
て
把
握
・
分
析
を
行
い
、

今
後
の
本
町
に
お
け
る
情
報
化
の

基
本
方
針
と
導
入
す
る
情
報
通
信

基
盤
の
有
効
な
利
活
用
法
を
検
討

す
る
た
め
策
定
す
る
も
の
で
す
。

　

町
で
は
町
民
の
皆
さ
ま
か
ら
計

画
に
対
す
る
ご
意
見
等
を
い
た
だ

き
、
で
き
る
だ
け
計
画
に
反
映
し

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

■
意
見
等
を
提
出
で
き
る
方

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
、
町

内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団

体
等

■
計
画
（
案
）
の
公
表
方
法

・
計
画（
案
）は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.tow

n.tochigi-
nakagaw

a.lg.jp/

）
ま
た
は
企
画

那
珂
川
町
地
域
情
報
化
基
本
計
画
（
案
）の

　
　
　
　
　

 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

２
月
１
日（
金
）
～
２
月
29
日（
金
）
ま
で

財
政
課
、
支
所
管
理
課
で
閲
覧
で

き
ま
す
。

■
意
見
の
提
出
方
法

・
郵
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
電
子

メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
書
面
で
提
出

く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他

・
意
見
等
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、

必
ず
住
所
（
所
在
地
）、氏
名
（
会

社
名
）、
連
絡
先
、
意
見
の
内
容

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
ほ
か
詳
細
な
手
続
き
に
つ

い
て
は
、
那
珂
川
町
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
手
続
実
施
要
綱
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

企
画
財
政
課
企
画
調
整
係

〒
３
２
４―

０
６
９
２

栃
木
県
那
須
郡
那
珂
川
町
馬
頭
４
０
９

　

☎　

０
２
８
７―

92―

１
１
１
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
８
７―

92―

１
３
１
６
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に
基
づ
き
現
金
等
を
差
し
押
さ
え

る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
差
押
手

続
を
行
っ
た
場
合
に
は
必
ず
差
押

目
録
を
作
成
し
、
差
押
目
録
謄
本

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

■
徴
収
担
当
の
職
員
が
納
税
者
の

皆
さ
ま
か
ら
税
金
の
納
付
の
た
め

に
現
金
を
受
領
す
る
場
合
に
は
、

必
ず
領
収
書
を
交
付
し
て
い
ま

す
。

■
通
常
、
土
日
な
ど
の
休
日
や
早

朝
・
深
夜
か
ら
税
務
調
査
を
開
始

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
家
族
の
方
が
電
話
で
の
問
い

合
わ
せ
を
受
け
ら
れ
た
と
き
は
即

答
せ
ず
、
税
務
職
員
の
所
属
と
氏

名
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
必
ず
ご

本
人
に
相
談
の
う
え
ご
回
答
願
い

ま
す
。

　

ま
た
最
近
、
国
税
局
・
税
務
署

の
関
係
者
や
税
理
士
な
ど
を
装

い
、
税
務
関
係
の
会
報
な
ど
の
購

読
や
税
務
に
関
す
る
講
習
会
な
ど

に
せ
税
務
職
員
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

■
税
務
職
員
が
納
税
者
の
皆
さ
ま

に
電
話
で
問
い
合
わ
せ
を
す
る
場

合
は
、
提
出
い
た
だ
い
た
申
告
書

等
を
基
に
そ
の
内
容
を
ご
本
人
に

確
認
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い

ま
す
。

■
税
務
職
員
が
税
務
調
査
を
行
う

場
合
は
、
質
問
検
査
章
と
身
分
証

明
書
（
顔
写
真
付
）
を
携
帯
し
て

い
ま
す
。身
分
証
明
書
等
で
所
属
、

氏
名
等
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
通
常
の
税
務
調
査
に
お
い
て
、

調
査
担
当
の
職
員
が
帳
簿
書
類
等

を
預
か
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、

現
金
そ
の
他
の
財
産
を
差
し
押
さ

え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
い
わ
ゆ
る
査
察
調
査
な

ど
国
税
反
則
取
締
法
に
基
づ
き
税

務
職
員
が
強
制
調
査
を
行
う
場
合

は
、裁
判
官
が
発
布
し
た
「
臨
検
・

捜
索
・
差
押
許
可
状
」
を
必
ず
提

示
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
際
、
税
務
職
員
が
許
可
状

へ
の
受
講
を
勧
誘
し
、
種
々
の
名

目
に
よ
り
法
外
な
金
銭
を
請
求
す

る
と
い
っ
た
事
件
や
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
等
で
「
あ
な
た
の
税
金
安

く
し
ま
す
」
な
ど
と
持
ち
か
け
、

手
数
料
名
目
の
金
銭
を
振
り
込
ま

せ
て
詐
取
し
よ
う
と
す
る
事
件
が

発
生
し
て
い
ま
す
。

　

税
務
職
員
が
会
報
の
購
読
や
講

習
会
の
受
講
を
勧
誘
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

不
審
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
場
で
税
務
署
ま
た
は
国
税
局
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

氏
家
税
務
署

☎
０
２
８―

６
８
２―

３
３
１
１

関
東
信
越
国
税
局

☎
０
４
８―

６
０
０―

３
１
１
１

　

毎
年
、
税
務
職
員
を
装
い
、
勤
務
先
、
取
引
銀
行
等
を
問
い
合
わ
せ
る

事
例
、
従
業
員
等
の
個
人
情
報
等
を
問
い
合
わ
せ
る
事
例
、
現
金
を
持
ち

去
る
な
ど
の
事
件
が
全
国
的
に
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

納
税
者
の
皆
さ
ま
が
こ
の
よ
う
な
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
、
次
の
点
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

み
ん
な
で“
結
婚
”に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

結
婚
支
援
講
演
会

　

那
珂
川
町
結
婚
相
談
所
で
は
、

結
婚
を
希
望
さ
れ
て
い
る
方
や
そ

の
親
御
さ
ん
、
未
婚
者
の
結
婚
支

援
を
行
う
方
な
ど
を
対
象
に
講
演

会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

３
月
９
日
（
日
）

　

      

午
後
１
時
30
分
～

場
所　

馬
頭
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　

集
会
室

講
師　

白
河
桃と
う

子こ

氏
（
ジ
ャ
ー
ナ

　
　
　

リ
ス
ト
）

国民年金（特別）推進員募集
　宇都宮東社会保険事務所では、国民年金事業の推進のため、推進員を募集します。

職　　種 募集人員 賃　　金 年　齢 勤　務　時　間 雇 用 期 間

推 　 進 　 員
（徴　収） １名 月額

151,500 円 不 問 1 日６時間・週 30 時間
（週休 2 日・土日勤務）

平成 20 年 9 月 30 日まで
（更新あり）

募 集 期 間：平成 20 年 3 月 31 日まで
問い合わせ：宇都宮東社会保険事務所　☎０２８－６３８－３２１７

【
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

　

東
京
生
ま
れ
。
慶
応
義
塾
大
学

文
学
部
卒
業
。
結
婚
情
報
サ
ー
ビ

ス
や
結
婚
や
恋
愛
、
女
性
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
に
関
す
る
取
材
を
数

多
く
手
掛
け
て
い
る
。

　

著
書
に
『
こ
ん
な
男
じ
ゃ
結
婚

で
き
な
い
！
』『
結
婚
し
た
く
て

も
で
き
な
い
男
・
結
婚
で
き
て
も

し
な
い
女
』
な
ど
。

問
い
合
わ
せ　

住
民
生
活
課
戸
籍

住
民
係（
町
結
婚
相
談
所
事
務
局
）

☎
０
２
８
７―

92―

１
１
１
２


